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市
議
会
が
、
自
宅
に
居
て

傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
を
ご
存
知
で

こ
と
が
で
き
ま
す
（
現
在
は

閉
会
中
の
た
め
録
画
中
継
の

み
の
放
映
で
す
）
。

　

特
に
、
議
会
で
の
一
般
質

問
は
、
各
議
員
の
主
張
が
よ

く
表
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

答
弁
は
、
市
長
や
行
政
の
姿

し
ょ
う
か
。

　

海
老
名
市
議
会
で

は
、
今
年
３
月
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中

継
を
行
っ
て
い
ま
す
。

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
市
議
会→

イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
議
会
中

継
で
生
中
継
を
見
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

中
継
で
議
会
傍
聴
を

勢
が
詳
し
く
示
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

昨
年
度
、
市
民
参
加
条
例

が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
現
在

は
自
治
基
本
条
例
制
定
の
た

め
、
市
民
の
方
々
の
提
言
が

お
お
む
ね
ま
と
ま
っ
た
と
伺

に
密
着
し
た
も
の
に
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

中
継
で
議
会
傍
聴
を
し
、
情

報
を
得
て
い
た
だ
き
、
海
老

名
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
大
い

に
参
画
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
第
四
次
総

合
計
画
の
策
定
準
備

が
今
年
度
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
様
々
な
場

で
、
市
民
の
� 
活 
き

い

た
声
�
を
反
映
さ
せ

る
こ
と
は
、
計
画
や

条
例
を
市
民
の
生
活

建設が進むさがみ縦貫道路

　

問
：
さ
が
み
縦
貫
道
路
に
つ

い
て
は
過
去
幾
度
と
な
く
一
般

質
問
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
初
期

の
段
階
で
は
、
用
地
買
収
や
工

事
の
概
略
が
主
な
話
題
で
し
た
。

海
老
名
市
内
の
さ
が
み
縦
貫
道

路
の
工
事
が
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た

っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
現
状
で

は
、
高
架
下
の
利
用
や
周
辺
の

土
地
利
用
な
ど
具
体
的
な
話
題

が
中
心
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

高
架
下
お
よ
び
周
辺
の
土
地
は
、

利
用
可
能
で
あ
れ
ば
地
域
に
と

っ
て
も
大
切
な
空
間
で
、
ゲ
ー

ト
ボ
ー
ル
場
や
広
場
と
し
て
利

用
が
可
能
と
考
え
ま
す
。
し
か

し
、
該
当
す
る
地
域
で
は
高
架

下
お
よ
び
周
辺
の
土
地
利
用
に

つ
い
て
は
状
況
を
知
る
機
会
が

あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
市
で
は
、

高
架
下
お
よ
び
周
辺
の
土
地
利

用
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
伺
い
ま
す
。

　

答
（
市
長
）
：
高
架
下
お
よ

び
周
辺
の
土
地
利
用
は
、
市
と

地
域
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
な

の
で
、
土
地
利
用
が
出
来
る
の

で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
利
用
し
た
い

と
考
え
て
お
り
、
日
本
道
路
公

団
に
対
し
て
は
、
以
前
か
ら
高

架
下
利
用
の
要
望
を
し
て
き
ま

し
た
。
従
来
、
公
団
は
高
架
下

の
利
用
に
つ
い
て
消
極
的
で
し

た
が
、
昨
年　

月
の
民
営
化
後

１０

は
市
の
利
用
計
画
を
踏
ま
え
て

高
架
下
の
利
用
を
進
め
る
と
の

方
針
に
変
更
し
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
庁
内
関
係
課
で
、
市

と
し
て
の
利
用
計
画
を
検
討
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

市川敏彦

　

問
：
総
合
計
画
は
、
ま
ち
づ

く
り
の
根
幹
を
成
す
基
本
計
画

で
、
市
民
主
体
で
作
る
こ
と
が

望
ま
れ
ま
す
。
一
部
あ
る
い
は
、

地
域
限
定
の
計
画
に
の
み
市
民

参
画
を
図
る
の
で
は
な
く
、
基

本
構
想
の
段
階
か
ら
市
民
参
画

を
図
り
、
議
論
を
尽
く
し
、
市

民
提
案
と
し
て
ま
と
め
た
も
の

を
提
出
す
る
こ
と
が
、
責
任
あ

る
市
民
参
加
の
あ
り
方
と
考
え

ま
す
。
最
終
段
階
の
決
定
の
場

が
策
定
委
員
会
と
す
れ
ば
、
市

民
が
策
定
に
対
す
る
提
言
を
ま

と
め
る
場
が
必
要
で
す
。
（
仮

称
）
海
老
名
市
第
四
次
総
合
計

画
策
定
市
民
会
議
を
設
置
し
、

多
く
の
市
民
へ
参
画
を
呼
び
か

け
る
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。

　

答
（
市
長
）
：
新
し
い
総
合

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
地

域
部
会
で
、
地
域
の
課
題
・
問

題
を
は
じ
め
、
計
画
全
体
に
つ

い
て
、
市
民
参
加
・
議
論
を
行

う
も
の
と
考
え
ま
す
。　

三谷裕美子

　

問
‥
昨
年
、
バ
イ
ク
の
窃
盗

容
疑
で
、
県
内
の
青
少
年　

名
１３

が
逮
捕
、
こ
の
う
ち　

名
が
市

１０

内
在
住
の
少
年
で
あ
り
、
８
名

が
市
内
中
学
校
の
３
年
生
、
さ

ら
に
、
今
年
に
入
っ
て
市
内
中

学
生
が
４
名
逮
捕
、
補
導
さ
れ

る
と
い
う
状
況
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
市
内
中
学
生
に
よ

る
問
題
行
動
に
対
し
て
ど
の
よ

う
に
対
処
し
、
再
発
防
止
に
向

け
て
対
応
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

ま
す
か
。

　

非
常
勤
講
師
３
名
を
市
内
中

学
校
３
校
に
配
置
し
ま
し
た
が
、

そ
の
現
状
と
、
今
後
ほ
か
の
３

校
に
つ
い
て
も
配
置
す
る
予
定

が
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
中
学

生
に
な
る
と
不
登
校
が
増
え
た

り
、
問
題
行
動
も
多
く
な
る
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
問

題
解
決
に
は
、
中
学
校
１
年
生

に
、
少
人
数
学
級
、
で
き
れ
ば

　

人
学
級
の
実
現
が
必
要
と
考

３０え
ま
す
が
、
お
考
え
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

　

答
（
教
育
長
）
‥
予
防
的
教

育
と
し
て
は
、
学
校
生
活
で
生

徒
と
教
師
の
信
頼
関
係
の
構
築

を
図
り
、
積
極
的
な
関
わ
り
あ 坂本俊六

　

問
：
平
成　

年
度
か
ら
条
件

１７

付
一
般
競
争
入
札
に
移
行
し
、

工
事
・
委
託
で
は
、　

ポ
イ
ン

１０

ト
落
札
率
が
低
下
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
市
外
業
者
の
参
入
機
会

が
増
加
し
、
競
争
性
が
増
し
た

こ
と
に
よ
る
と
思
い
ま
す
。
他

市
に
比
べ
開
か
れ
た
入
札
制
度

と
思
い
ま
す
が
、
市
内
業
者
育

成
の
観
点
か
ら
、
案
件
を
絞
っ

た
う
え
で
指
名
競
争
入
札
を
行

う
考
え
は
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、

行
政
は
適
正
な
金
額
で
適
正
な

も
の
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
基

本
で
す
が
、
現
在
設
定
さ
れ
て

い
る
最
低
制
限
価
格
を
引
き
上

げ
る
考
え
は
あ
り
ま
す
か
。

　

答
（
市
長
）
：
条
件
付
一
般

競
争
入
札
に
よ
り
、
参
加
業
者

増
加
、
落
札
率
の
大
幅
低
下
等

が
見
ら
れ
、
公
平
・
公
正
で
競

争
性
が
確
保
さ
れ
た
と
考
え
ま

す
。

　

答
（
総
務
部
長
）
‥
昨
年
度

は
、
全
発
注
件
数
の　

％
の
案

７４

件
が
市
内
業
者
に
よ
る
入
札
で

し
た
。
今
年
度
か
ら
は
、
市
内

業
者
は
本
店
・
支
店
を
区
分
し
、

併
せ
て
参
加
で
き
る
設
計
金
額

の
区
分
を
引
き
上
げ
ま
し
た
。

今
後
と
も
市
内
業
者
の
育
成
に �橋　 進

い
の
継
続
が
重
要
で
あ
り
、
治

療
的
教
育
と
し
て
は
、
教
職
員

が
一
丸
と
な
り
、
一
貫
性
の
あ

る
適
切
な
指
導
を
す
る
こ
と
が

不
可
欠
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

非
常
勤
講
師
に
つ
い
て
は
、

生
徒
指
導
担
当
教
師
の
担
当
教

科
を
補
完
す
る
こ
と
で
、
学
年

全
体
に
落
ち
着
き
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
も

こ
の
制
度
の
有
効
活
用
に
つ
い

て
研
究
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
年
度
の

成
果
を
見
き
わ
め
な
が
ら
、
各

学
校
の
状
況
を
考
慮
し
て
検
討

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
少
人
数
学
級
に
つ
い
て
は
、

県
教
育
委
員
会
に
対
し
、
標
準

定
数
に
加
え
て
い
た
だ
く
よ
う

強
く
要
望
し
て
い
ま
す
。

　

問
：
平
成　

年
の
３
月
議
会

１７

で
南
部
交
通
不
便
地
域
の
乗
合

タ
ク
シ
ー
の
実
現
に
つ
い
て
質

問
し
た
際
、
市
は
「
引
き
続
き

検
討
す
る
」
と
答
弁
さ
れ
、　
１２

月
議
会
で
も
「
早
い
時
期
に
方

向
性
を
示
す
」
と
答
弁
さ
れ
ま

し
た
。
今
定
例
会
で
は
、　

年
１８

度
上
半
期
ま
で
に
方
向
性
を
示

し
、
手
法
に
つ
い
て
は
、
ゼ
ロ

ッ
ク
ス
行
き
バ
ス
の
活
用
と
併

せ
、
大
型
乗
合
タ
ク
シ
ー
の
導

入
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
い
う

も
の
で
し
た
。
具
体
的
に
は
何

月
に
方
向
性
が
示
さ
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

答
（
市
長
）
：
具
体
的
に
は

ま
だ
確
定
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

南
部
地
域
の
実
情
に
合
っ
た
交

通
不
便
地
域
の
解
消
を
目
標
に
、

路
線
バ
ス
、
大
型
乗
合
タ
ク
シ

ー
の
導
入
に
向
け
た
検
討
を
行 重田保明

い
、
今
年
度
上
半
期
９
月
ご
ろ

ま
で
に
具
体
的
な
方
向
性
を
示

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

問
：
将
来
の
高
齢
化
や
環
境

問
題
か
ら
、
路
線
バ
ス
に
注
目

す
べ
き
で
あ
り
、
市
か
ら
バ
ス

会
社
に
働
き
か
け
、
協
力
し
て

で
き
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

利
用
者
の
増
加
に
直
結
す
る
バ

ス
停
の
屋
根
（
上
屋
）
設
置
は
、

雨
天
時
や
夏
の
日
差
し
対
策
に

有
効
で
す
。
こ
れ
ら
の
整
備
促

進
を
始
め
、
バ
ス
事
業
全
般
に

関
し
て
市
と
事
業
者
が
協
議
す

る
組
織
を
設
置
で
き
な
い
か
お

尋
ね
い
た
し
ま
す
。

　

答
（
市
長
）
：
高
齢
化
が
進

む
中
で
、
路
線
バ
ス
の
活
性
化

は
渋
滞
緩
和
や
環
境
面
か
ら
も

大
切
な
位
置
づ
け
に
な
る
も
の

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

答
（
ま
ち
づ
く
り
部
長
）
：

現
在
は
、
課
題
ご
と
に
協
議
を

進
め
て
い
ま
す
が
、
今
後
、
バ

ス
事
業
者
と
の
協
議
の
場
を
つ

く
り
な
が
ら
、
協
議
機
関
の
設

置
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考

え
ま
す
。

鈴木輝男

様
々
な
手
法
を
検
討
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
が
、
指
名
競
争

入
札
は 
恣  
意 
性
が
強
く
出
る
こ

し 

い

と
や
参
加
意
欲
の
あ
る
業
者
の

参
加
機
会
の
排
除
が
想
定
さ
れ

る
た
め
、
ま
っ
た
く
考
え
て
い

ま
せ
ん
。
な
お
、
最
低
制
限
価

格
の
設
定
は
、
よ
り
合
理
的
な

算
出
方
式
が
あ
れ
ば
検
討
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　請願と陳情は、いつでも受け付
けていますが、８月２１（月）の午
後５時３０分までに提出されますと、
９月定例会で審査または議員配布
されます（それ以降の提出は、原
則として次回定例会の取り扱いと
なります）｡
　詳しくは議会事務局まで、お問
い合わせください。

請
願
・
陳
情
の

　
　

提
出
に
つ
い
て

身
近
な
市
民
の
足


